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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】平成26年12月18日(2014.12.18)

【公開番号】特開2014-208138(P2014-208138A)
【公開日】平成26年11月6日(2014.11.6)
【年通号数】公開・登録公報2014-061
【出願番号】特願2014-101103(P2014-101103)
【国際特許分類】
   Ａ６３Ｆ   7/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３５２Ｆ
   Ａ６３Ｆ   7/02    ３５２Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成26年10月16日(2014.10.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部からの払出信号の入力により払出単位として予め定められた複数個の遊技媒体を遊
技者に対して払い出す遊技機に１対１に対応して設けられる遊技用装置であって、
　遊技媒体を受け付け、該受け付けた遊技媒体を計数する計数手段と、
　前記計数手段にて計数した計数遊技媒体数を景品交換又は当該遊技用装置以外の他の遊
技用装置で使用できるようにするための特定処理を行う特定処理手段と、
　前記特定処理が行われていない計数遊技媒体数である自台計数遊技媒体数と、該自台計
数遊技媒体数の所有者が所有し当該遊技用装置及び／又は他の遊技用装置において前記特
定処理が既に行われている計数遊技媒体数である特定済遊技媒体数とを合算した総獲得遊
技媒体数の範囲内で、前記払出信号を出力することにより、前記払出単位の遊技媒体を対
応する遊技機に払い出させる単位払出処理手段と、
　前記払出単位未満の端数の遊技媒体を払い出す端数払出処理手段と、
　前記遊技機において払い出された遊技媒体を貯留する受皿の下方に配置されるユニット
であって、遊技媒体が投入される投入部と、前記端数払出処理手段により払い出される遊
技媒体を貯留する貯留部と、前記投入部に投入された遊技媒体を前記計数手段に誘導する
計数通路と、前記端数払出処理手段により払い出される遊技媒体を前記貯留部に誘導する
返却通路と、を有する連結ユニットと、
　を備えることを特徴とする遊技用装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、外部からの払出信号の入力により払出単位として予め定められた複数個の遊
技媒体を遊技者に対して払い出す遊技機に１対１に対応して設けられる遊技用装置に関す
る。
【手続補正３】
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【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００２】
　近年、遊技者が獲得した遊技球を計数機に運ぶ手間を低減するとともに、遊技場におい
て必要とされる遊技球数を削減すること等を目的として、各遊技機毎に計数装置を設けて
獲得された遊技球数を計数して回収するとともに、該計数した遊技球を遊技者の操作によ
り、必要に応じて遊技者に返却するために払出す遊技用装置が実用化されている（例えば
、特許文献１、２参照）。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１１３０１２号公報（第７頁、第２図）
【特許文献２】特開２００４－１４１５２４号公報（第２４～２５頁、第７図）
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００４】
　この、計数した遊技球を遊技者に返却するために払出す遊技用装置には、改良の余地が
あった。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　そこで本発明は、装置の複雑化を解消し、スペースの有効活用ができるような、遊技用
装置を提供することを目的とする。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　まず手段１に係る発明は、
　外部からの払出信号の入力により払出単位として予め定められた複数個の遊技媒体を遊
技者に対して払い出す遊技機（パチンコ機２）に１対１に対応して設けられる遊技用装置
（カードユニット３）であって、
　遊技媒体（パチンコ玉）を受け付け、該受け付けた遊技媒体を計数する計数手段（計数
払出ユニット３４８）と、
　前記計数手段にて計数した計数遊技媒体数を景品交換又は当該遊技用装置以外の他の遊
技用装置で使用できるようにするための特定処理（Ｓ２１１，Ｓ２１６）を行う特定処理
手段（制御ユニット３２８）と、
　前記特定処理が行われていない計数遊技媒体数である自台計数遊技媒体数（自台持玉数
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）と、該自台計数遊技媒体数の所有者が所有し当該遊技用装置及び／又は他の遊技用装置
において前記特定処理が既に行われている計数遊技媒体数である特定済遊技媒体数（カー
ド持玉数）とを合算した総獲得遊技媒体数（計数済玉数）の範囲内で、前記払出信号を出
力することにより、前記払出単位の遊技媒体を対応する遊技機に払い出させる単位払出処
理手段（Ｓ２２５’又はＳ２３５’の処理を行う制御ユニット３２８）と、
　前記払出単位未満の端数の遊技媒体を払い出す端数払出処理手段（Ｓ２２７’又はＳ２
３７’の処理を行う制御ユニット３２８）と、
　前記遊技機において払い出された遊技媒体を貯留する受皿（下皿２４）の下方に配置さ
れるユニットであって、遊技媒体が投入される投入部（投入部４４５）と、前記端数払出
処理手段により払い出される遊技媒体を貯留する貯留部（玉貯留部４５５）と、前記投入
部に投入された遊技媒体を前記計数手段に誘導する計数通路（計数通路４４３）と、前記
端数払出処理手段により払い出される遊技媒体を前記貯留部に誘導する返却通路（返却通
路４４４）と、を有する連結ユニット（連結ボックス４４０）と、
　を備えることを特徴とする遊技用装置である。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　この手段１に係る遊技用装置によれば、遊技媒体が投入される投入部と、払い出される
端数の遊技媒体を貯留する貯留部と、投入部に投入された遊技媒体を計数手段に誘導する
計数通路と、払い出される端数の遊技媒体を貯留部に誘導する返却通路とが集約された連
結ユニットを、遊技機の受皿の下方に備えるので、スペースの有効活用ができる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　また手段２に係る発明は、
　手段１に記載した遊技用装置（カードユニット３）であって、
　前記端数払出処理手段により端数の遊技媒体を払い出す際に第１態様（例えば赤色で発
光）で報知し、前記計数手段による計数を行う際に第２態様（例えば青色で発光）で報知
する報知手段（発光装置３４７）をさらに備えることを特徴とする遊技用装置である。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　この手段２に係る遊技用装置によれば、単位未満払出処理に基づく遊技媒体の払出と計
数の実行とを１つの報知手段で報知できるので、コストの低下が見込まれる。
【手続補正１１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　また手段３に係る発明は、
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　手段１又は２に記載した遊技用装置（カードユニット３）であって、
　前記計数遊技媒体数を特定可能な記録媒体（ビジターカード又は会員カード）を受け付
ける記録媒体受付手段（カードリーダライタ３２７）と、
　返却操作の受付に応じて、該記録媒体受付手段にて受付中の記録媒体を返却する返却処
理手段（Ｓｂ２３の処理を行うカードリーダライタ３２７）と、
　該返却処理手段により返却される記録媒体の識別情報を記憶する識別情報記憶手段と、
をさらに備え、
　前記特定処理手段は、前記返却操作を受け付けたことに基づき、前記識別情報記憶手段
で記憶している識別情報の記録媒体が所定時間内に再び受け付けられない場合に、前記特
定処理を行うことを特徴とする遊技用装置である。
【手続補正１２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　この手段３に係る遊技用装置によれば、返却された記録媒体が所定時間内に再び受け付
けられた場合には特定処理が行われず、自台計数遊技媒体数が特定済遊技媒体数として管
理されることが無いので、誤って返却操作を行った場合であっても、そのまま自台計数遊
技媒体数として継続することができる。
【手続補正１３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　また手段４に係る発明は、
　手段１又は２に記載した遊技用装置であって、
　前記計数遊技媒体数を特定可能な記録媒体（ビジターカード又は会員カード）を受け付
ける記録媒体受付手段（カードリーダライタ３２７）と、
　返却操作の受付に応じて、該記録媒体受付手段にて受付中の記録媒体を返却する返却処
理手段（Ｓｂ２３の処理を行うカードリーダライタ３２７）と、
　該返却処理手段により返却される記録媒体の識別情報を記憶する識別情報記憶手段と、
をさらに備え、
　前記特定処理手段は、前返却操作を受け付けたことに基づき、前記識別情報記憶手段で
記憶している識別情報以外の識別情報の記録媒体が前記記録媒体受付手段にて受け付けら
れた場合に、前記特定処理を行うことを特徴とする遊技用装置である。
【手続補正１４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　この手段４に係る遊技用装置によれば、返却された記録媒体と異なる記録媒体が受け付
けられる前に当該返却された記録媒体が再び受け付けられた場合には特定処理が行われず
、自台計数遊技媒体数が特定済遊技媒体数として管理されることが無いので、誤って返却
操作を行った場合であっても、そのまま自台計数遊技媒体数として継続することができる
。
【手続補正１５】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】００１５
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１７
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正１９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６１１】
［第２の発明］
　従来より、先行技術文献２－１（特開２００１－７０６０１号公報）に示すように、遊
技機に対応して設けられる遊技用装置であって、ある遊技用装置Ａにおいて、該遊技用装
置Ａに対応する遊技機ａで獲得した点数を特定可能なカードを発行し、該カードの発行を
受けた遊技者が台移動をして、該遊技用装置Ａとは別の遊技用装置Ｂにおいて、当該カー
ドを受け付けると、該遊技用装置Ｂに対応する遊技機ｂで獲得した点数（即ち自台で獲得
した自台点数）と、該受け付けたカードから特定される点数（即ち他台で獲得した他台点
数）とを合算した合算点数を表示して、該合算点数を当該遊技機ｂでの遊技に使用可能と
するものが知られている。
【手続補正２０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６１２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正２１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６１３】
　しかしながら、上記の先行技術文献１に示した遊技用装置においては、遊技者が獲得し
た点数は表示されるが、前記台移動が行われた場合に表示される点数は、自台点数と他台
点数との合算点数であるため、遊技者は自台点数と他台点数とを個別に把握できないとい
う問題があった。
【手続補正２２】
【補正対象書類名】明細書
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【補正対象項目名】０６１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６１４】
　そこで、遊技機に１対１に対応して設けられ、遊技媒体を受け付けて計数し、遊技媒体
を払い出すための払出処理を行い、前記計数した計数遊技媒体数を景品交換又は他の遊技
用装置で使用させるために特定するための特定処理を行う遊技用装置に係り、当該遊技用
装置において特定処理が行われていない自台計数遊技媒体数と、該自台計数遊技媒体数の
所有者が所有し当該遊技用装置及び／又は他の遊技用装置において特定処理が既に行われ
ている特定済遊技媒体数とを合算した総獲得遊技媒体数の範囲内で前記払出処理を行う遊
技用装置において、遊技者が特定済遊技媒体数及び自台計数遊技媒体数を個別に把握でき
るようにすることを目的として、以下の第２の発明を構成した。
【手続補正２３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６１５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６１５】
　上記課題を解決するために、第２の発明（その１）の遊技用装置は、
　遊技機（パチンコ機２）に１対１に対応して設けられる遊技用装置（カードユニット３
）であって、
　遊技媒体（パチンコ玉）を受け付け、該受け付けた遊技媒体を計数する計数手段（計数
払出ユニット３４８）と、
　遊技媒体を払い出すための払出処理（Ｓｂ２５）を行う払出処理手段（制御ユニット３
２８）と、
　前記計数手段にて計数した計数遊技媒体数を景品交換又は当該遊技用装置以外の他の遊
技用装置で使用させるために特定するための特定処理（Ｓ２１１，Ｓ２１６）を行う特定
処理手段（制御ユニット３２８）と、を有し、
　前記払出処理手段は、当該遊技用装置において前記特定処理が行われていない計数遊技
媒体数である自台計数遊技媒体数（自台持玉数）と、該自台計数遊技媒体数の所有者が所
有し当該遊技用装置及び／又は他の遊技用装置において前記特定処理が既に行われている
計数遊技媒体数である特定済遊技媒体数（カード持玉数）とを合算した総獲得遊技媒体数
（計数済玉数）の範囲内で前記払出処理を行い、
　前記特定済遊技媒体数及び前記自台計数遊技媒体数を特定可能に出力する出力手段（Ｄ
５０１で、計数済玉数，カード持玉数，及び自台持玉数のうちの２つ以上の情報を表示す
る表示部３１２及び制御ユニット３２８）をさらに有することを特徴としている。
　この特徴によれば、特定済遊技媒体数及び自台計数遊技媒体数が特定可能に出力される
ので、遊技者が該特定済遊技媒体数及び自台計数遊技媒体数を個別に把握できる。
【手続補正２４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６１６】
　また第２の発明（その２）の遊技用装置は、前記その１の遊技用装置であって、
　前記出力手段（表示部３１２及び制御ユニット３２８）は、前記総獲得遊技媒体数を併
せて出力する（Ｄ５０１で、計数済玉数，カード持玉数，及び自台持玉数の３つの情報を
表示する）ことを特徴としている。
　この特徴によれば、総獲得遊技媒体数も併せて出力されるので、遊技者が該総獲得遊技
媒体数も容易に把握できる。



(7) JP 2014-208138 A5 2014.12.18

【手続補正２５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６１７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６１７】
　また第２の発明（その３）の遊技用装置は、前記その１又は２の遊技用装置であって、
　前記特定処理手段（制御ユニット３２８）は、前記特定処理の対象となる計数遊技媒体
数と、該計数遊技媒体数に対して適用される景品交換レートである自台景品交換レートを
特定可能なレート特定情報とを対応付ける処理（Ｓ２１１，Ｓ２１６で、管理コンピュー
タ１５０に対して、自台持玉数と共に、当該カードユニット３について設定されている自
台レートを送信する）を行い、
　前記出力手段（表示部３１２及び制御ユニット３２８）は、前記レート特定情報から特
定される景品交換レート毎の前記特定済遊技媒体数のうち、前記自台景品交換レートの特
定済遊技媒体数を出力する（Ｄ５０１で、自台レートのカード持玉数を表示する）ことを
特徴としている。
　この特徴によれば、自台景品交換レートの特定済遊技媒体数が出力されるので、景品交
換レート毎の特定済遊技媒体数のうち、遊技者が該自台景品交換レートの特定済遊技媒体
数を把握できる。
【手続補正２６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６１８】
　また第２の発明（その４）の遊技用装置は、前記その３の遊技用装置であって、
　前記出力手段（表示部３１２及び制御ユニット３２８）は、前記景品交換レート毎の前
記総獲得遊技媒体数を出力する（Ｄ５０２で、レート毎の計数済玉数を表示する）ことを
特徴としている。
　この特徴によれば、景品交換レート毎の総獲得遊技媒体数が出力されるので、遊技者が
該景品交換レート毎の総獲得遊技媒体数を把握できる。
【手続補正２７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６１９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６１９】
　また第２の発明（その５）の遊技用装置は、前記その１～４のいずれかの遊技用装置で
あって、
　少なくとも前記自台計数遊技媒体数（自台持玉数）を、前記遊技機（パチンコ機２）で
の遊技により獲得した遊技媒体（パチンコ玉）を収容する収容箱（玉箱）の収容量に応じ
て設定した遊技媒体数（例えば２０００玉）で除算した値に基づいて、収容箱換算数を特
定する箱数特定手段（制御ユニット３２８）をさらに有し、
　前記出力手段（表示部３１２及び制御ユニット３２８）は、該箱数特定手段にて特定し
た収容箱換算数に相当する数の前記収容箱のシンボルマークを併せて出力する（Ｄ５０１
で、収容箱換算数に相当する数の玉箱のシンボルマークを表示する）ことを特徴としてい
る。
　この特徴によれば、自台計数遊技媒体数に基づいて特定した収容箱換算数に相当する数
の収容箱のシンボルマークが併せて出力されるので、遊技者は、収容箱に置き換えられた
形で自台計数遊技媒体数を容易に把握できる。
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【手続補正２８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６２０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０６２０】
　また第２の発明（その６）の遊技用装置は、前記その１～５のいずれかの遊技用装置で
あって、
　前記出力手段（表示部３１２及び制御ユニット３２８）は、前記自台計数遊技媒体数（
自台持玉数）の所有者以外の他の所有者が所有する遊技媒体数から振り分けられた振分け
遊技媒体数（振分け玉数）を認識可能に出力することを特徴としている。
　この特徴によれば、振分け遊技媒体数が出力されるので、該振分け遊技媒体数を振分け
元の遊技者に対して返却する際の目安にできる。
【手続補正２９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６２１
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６２２
【補正方法】削除
【補正の内容】
【手続補正３１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０６２３
【補正方法】削除
【補正の内容】


	header
	written-amendment

